
議案第６８号 

静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について

静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

  令和５年２月２０日提出

静岡市長田辺信宏

静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静

岡市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 第５条に次の１項を加える。 

９ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等（静岡市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年静岡市条例第108号）第２条に規定す

る家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。）をいう。以下同じ。）に入

所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に入所し

ている障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に

直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。 

 第６条に次の１項を加える。 

９ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型

認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に入所している障害児を交流さ

せるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者に

ついては、これら児童への保育に併せて従事させることができる。 

 第40条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等）

第40条の２ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援

事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する
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認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に入所している障害児を

交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従

業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。 

 第70条中「第47条まで」を「第45条まで、第47条」に改める。 

 第80条の９及び第88条中「第38条の２」の次に「、第40条の２、第40条の３第１項」を加え

る。 

   附 則 

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第46条、第58条及び第70条の改正

規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置）

２ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、この条例による改正後の静岡市指定

通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）

第40条の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよ

う努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなけ

れば」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とす

る。 

３ 新条例第40条の３第２項の規定の適用については、指定児童発達支援事業者において障害

児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定す

るブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備

えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月31日までの間、

当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎を目的と

した自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を

講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。 

159


